
特定非営利活動法人るが一る定款

第 1章 総 則

(名  称 )

第 1条  この法人は、特定非営利活動法人るが一るという。

(事務所)                   _
第 2条  この法人は、主たる事務所を東京都中野区鷺宮十丁目6番 1号 暁ハウス105に

置 く。

(目  的)

第 3条  この法人は、「いま繋がり 0未来に繋ごう」をスローガンとし私たちが先頭

に立ち、地域住民と地元企業が協力し新たなコミュニティ形成や防災・交通

安全などの地域安全事業などを行い、まちづくりの推進に貢献し地域の活性

化、治安の維持向上など地域住民に寄り添う。

また、未来ある子どもたちのために地域スポーツ活動 (サ ッカー)の普及、

サッカーを通じた青少年の健全育成、サッカーに関するプログラムの企画 0

支援に関する事業を行い、地域の青少年の育成環境の整備、地域住民の生活

に応じた自由なスポーツ参加、及び地域コミュニティの形成に寄与すること

を目的とする。

(特定非営利活動の種類 )

第 4条  この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行

つ 。

(1)社会教育の推進を回る活動

(2)学術、文化、芸術ギをはスポーツの振興を図る活動

(3)環境の保全を目る活動

(4)子 どもの健全育成を目る活動

(5)ま ちづ くりの推進を回る活動

(6)災害救助活動

(7)地域安全活動

(3)経済活動の活性化を回る活動

(9)職栞能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

(10)前 各号に掲げる活動を行 う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助

の活動

(事業の種類 )

第 5条  この法人は、第 3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業とし

て、次の事葉を行 う。

(1)地域の共化・環境汚染に対する取 り組み

(2)地域や学校でのポランティア活動

(3)サ ッカー活動の普及や地域住民の健康維持向上プログラムの実施

(4)近隣学校や企業と協力し職業体験や雇用の拡充など地域経済の活性化

(5)地元企業と協力し地域住民の生活維持向上の手助け

(6)その他目的を達成するために必要な事業



第 2章 会 員

(種 別 )

第 6条  この法人の会員は、次の 2種 とし、正会員をもつて特定非営利活動促進法

(以下「法」という。)上の社員とする。

(1)正 会員  この法人の目的に賛同して入金 した個人及び団体

(2)賛 助会員 この法人の目的に賛同 じ賛助するために入会 した個人及び団体

(入 会 )

第 7条 会員の入会について、特に条件は定めない。

2 会員として入金 しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、

理事長に申し込むものとする。

3 理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限 り、入会を認め

なければならない。

4 理事長は、第 2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付 した書

面をもつて本人にその旨を通知 しなければならない。

(入金金及び会費 )

第 8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入 しなければならな

い。

(会員の資格の喪失 )

第 9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1)退会届の提出をしたとき。

(2)本人が死亡 し、若 しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅 したと

き。

(3)継続 して 1年 以上会費を滞納 したとき。

(4)除名されたとき。

(退 会 )

第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出 して、任意に退会するこ

とができる。

(除 名 )

第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名す

ることができる。

(1)こ の定款に違反 したとき。

(2)こ の法人の名普を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

2 前項の規定により会員を除名 しようとする場合は、議決の前に当議会員に弁明

の機会を与えなければならない。

第 3章 役 員

(種別及び定数 )

第12条  この法人に、次の役員を置 く。

(1)理事  3人以上 7人以内

(2)監事  1人以上 2人以内

2 理事のうち 1人 を理事長とし、 1人以上 2人以内を副理事長とする。



(選任等 )

第13条 理事及び監事は、総会において選任する。

2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。

3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若 しくは 3親等以内の

親族が 1人 を超えて含まれ、又は当腋役員並びにその配偶者及び 3親等以内の親

族が役員の総数の 3分の 1を超えて含まれることになつてはならない。

4 法第20条各号のいずれかに腋当する者は、この法人の役員になることができな

い。

5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。

(職 務 )

第14条 理事長は、この法人を代表 し、その業務を総理する。

2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。

3 副理事長は、理事長を補佐 し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたと

きは、理事長があらか じめ指名した順序によつて、その職務を代行する。

4 理事は、理事会を構成 し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づ

き、この法人の業務を執行する。

5 監事は、次に掲げる職務を行 う。

(1)理事の業務執行の状況を監査すること。

(2)こ の法人の財産の状況を監査すること。

(3)前 2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関 し不正の行為

又は法令若 しくは定款に違反する重大な事実があることを発見 した場合には、

これを総会又は所轄庁に報告すること。

(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。

(5)理事の集務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述

べること。

(任期等 )

第15条 役員の任期は、 2年 とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠のため、又は増員により就任 した役員の任期は、それぞれの前任者又は現

任者の任期の残存期間とする。

3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務

を行わなければならない。

(欠 員補充 )

第16条 理事又は監事のうち、その定数の 3分の 1を超える者が欠けたときは、運滞

なくこれを補充 しなければならない。

(解 任 )

第17条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任す

ることができる。

(1)心 身の故障のため、職務の遂行に増えないと認められるとき。

(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわ しくない行ムがあつたとき。

2 前項の規定により役員を解任 しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明

の機会を与えなければならない。

(報酬等 )

第18条 役員は、その総数の 3分の 1以下の範囲内で報酬を受けることができる。



2 役員には、その職務を執行するために要 した費用を弁償することができる。

3 前 2項に関 し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第 4章 会 議

(種 別 )

第19条  この法人の会議は、総会及び理事会の 2種 とする。

2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(総会の構成 )

第20条 総会は、正会員をもつて構成する。

(総会の権能 )

第21条  総会は、以下の事項について議決する。

(1)定款の変更

(2)解散及び合併

(3)会 員の除名

(4)事業計画及び予算並びにその変更

(5)事 業報告及び決算

(6)役員の選任及び解任

(7)役員の職務及び報酬

(8)入金金及び会費の額

(9)資産の管理の方法

(10)借入金 (その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除 く。第47

条において同 じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄

(‖)解散における残余財産の帰ロ

(12)事務局の組織及び運営

(13)そ の他運営に関する重要事項

(総会の開催 )

第22条 通常総会は、毎年 1回開催する。

2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。

(1)理事会が必要と認め、招集の露求をしたとき。

(2)正 会員総数の 5分の 1以上から会議の目的を配載 した書面により招集の請求

があつたとき。

(3)監事が第14条第 5項第 4号の規定に基づいて招集するとき。

(総会の招集 )

第23条 総会は,前条第 2項第 3号の場合を除いて、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第 2項第 1号及び第 2号の規定による請求があつたときは、そ

の日か ら30日 以内に臨時総会を招集 しなければならない。

3 総会を招集するときには、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載 した書

面又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも 5日 前までに通知 しなければな

らない。

(総会の議長 )

第24条  総会の目長は、その総会に出席 した正会員の中から選出する。



(総会の定足数 )

第25条  総会は、正会員総数の 2分の 1以上の出席がなければ日会することはできな

い。

(総会の議決 )

第26条 総会における饉決事項は、第23条第 3項の規定によつてあらか じめ通知 した

事項とする。

2 総会の議事は、この定軟に規定するもののほか、出席 した正会員の過半数をも

つて決 し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 理事又は正会員が、総会の目的である事項について提案 した場合において、正

会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当腋提案を

可決する旨の社員総会の決議があつたものとみなす。

(総会での表決権等 )

第27条 各正会員の表決権は、平等なものとする。

2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらか じめ通知された

事項について書面若 しくは電磁的方法をもつて表決 し、又は他の正会員を代理人

として表決を委任することができる。

3 前項の規定により表決 した正会員は、前 2条及び次条第 1項の適用について

は、総会に出席 したものとみなす。

4 総会の臓決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加

わることができない。

(総会の議事録 )

第28条 総会の議事については、次の事項を記載 した議事録を作成 しなければならな

い 。

(1)日 時及び場所

(2)正 会員総数及び出席者数 (書面若 しくは電磁的方法による表決者又は表決委

任者がある場合にあつては、その数を付記すること。)

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人 2人が、記名押印

又は署名しなければならない。

3 前 2項の規定にかかわ らず、正会員全員が書面又は電磁的記録による同意の意

思表示をしたことにより、総会の決議があつたとみなされた場合においては、次

の事項を記載 した議事録を作成 しなければならない。

(1)総会の決議があったものとみなされた事項の内容

(2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称

(3)総会の決議があつたものとみなされた日及び正会員総数

(4)議事録の作成に係る職務を行つた者の氏名

(理事会の構成 )

第29条 理事会は、理事をもつて構成する。

(理事会の権能 )



第30条 理事会は、この定軟に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。

(1)総会に付議すべき事項

(2)総会の議決 した事項の執行に関する事項

(3)そ の他総会の議決を要 しない業務の執行に関する事項

(理事会の開催 )

第31条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。

(1)理事長が必要と認めたとき。

(2)理事総数の 2分の 1以上から理事会の目的である事項を記載 した書面により

招集の請求があつたとき。

(理事会の招集 )

第32条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第 2号の規定による請求があつたときは、その日から14日 以内

に理事会を招集 しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載 した書

面又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも 5日前までに通知 しなければな

らない。

(理事会の議長 )

第 33無  理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(理事会の議決 )

第34条 理事会における議決事項は、第32条第 3項の規定によつてあらか じめ通知 し

た事項とする。

2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもつて決 し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。

(理事会での表決権等 )

第35条  各理事の表決権は、平等なものとする。

2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらか じめ通知された

事項について書面をもつて表決することができる。

3 前項の規定により表決 した理事は、前条及び次条第 1項の適用については、理

事会に出席 したものとみなす。

4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加

わることができない。

(理事会の議事録 )

第36条 理事会の凛事については、次の事項を記載 した鵬事録を作成 しなければなら

ない。

(1)日 時及び場所

(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名 (書面表決者にあっては、その旨を付記

すること。)

(3)審議事項

(4)■事の経過の概要及び臓決の結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2 臓事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人 2人が記名押



印又は署名 しなければならない。

第 5章 資 産
(資産の構成 )

第37条  この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもつて構成する。

(1)設立当初の財産目録に記載された資産

(2)入会金及び会費

(3)寄附金品

(4)財産か ら生 じる収益

(5)事葉に伴う収益

(6)そ の他の収益

(資産の区分)                       .す
こ

■日

“

トーこ切嘔Jい所キ産は、特定非営利活動に係る事葉に関す―る資産T賀

“

引馘が事業

日 則 鴫 姜自 屑 輛 膳 キ ←

(資産の管理 )

第39条  この法人の資産は、理事長が管理 し、その方法は、総会の議決を経て、理事

長が別に定める。

第 6章 会 計

(会計の原則 )

第40条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従 つて行わなければな らな

い。

(会計

第41条

租腱H卜る。

(事集年度)

第42条  この法人の事業年度は、毎年 8月 1日 に始まり、翌年 7月 31日 に終わる。

(事業計画及び予算 )

第43条 この法人の事集計画及びこれに伴 う予算は、毎事業年度、理事長が作成 し、

総会の議決を経なければならない。

(暫定予算 )

第44条 前条の規定にかかわ らず、やむを得ない理由により予算が成立 しないとき

は、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準

じ収益費用を講 じることができる。

2 前項の収益費用は、新たに成立 した予算の収益費用とみなす。

(予算の追加及び更正 )

第45条 予算成立後にやむを得ない事由が生 じたときは、総会の臓決を経て、既定予

算の追加又は更正をすることができる。

の区分)                    v官 ゝ
この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計、

‐
そ切囃翼月H腱館計の



(事業報告及び決算 )

第46条  この法人の事業報告書、活動計算書、賃借対照表及び財産目録等決算に関す

る書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成 し、監事の監査を受

け、総会の臓決を経なければならない。

2 決算上剰余金を生 じたときは、次事業年度に繰 り越すものとする。

(臨機の措置 )

第47条  予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担を

し、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第 7章 定款の変更、解散及び合併

(定歌の変更 )

第48条 この法人が定軟を変更 しようとするときは、総会に出席 した正会員の 4分の

3以上の多数による臓決を経、かつ、法第25条第 3項に規定する事項について

は、所轄庁の認証を得なければならない。

2 この法人の定款を変更 (前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない

事項を除 く。)し たときは、所轄庁に届け出なければならない。

(解 散 )

第49条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。

(1)総会の決議

(2)目 的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3)正会員の欠乏

(4)合 併

(5)破産手続開始の決定

(6)所轄庁による設立の認証の取消 し

2 前項第 1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の 4分の 3以

上の■決を経なければならない。

3 第 1項第 2号の事由によりこの法人が解散するときは、所轄庁の認定を得なけ

ればならない。

(残余財産の帰属 )

第50条  この法人が解散 (合併又は破産手続開始の決定による解散を除 く。)したと

きに残存する財産は、法第11条第 3項に掲げる者のうち、総会において饉決 し

たものに譲渡するものとする。

(合 併 )

第51条  この法人が合併 しようとするときは、総会において正会員総数の 4分の 3以

上の臓決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。



第 8章 公告の方法
(公告の方法)

第52条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して

行う。ただし、法第28条の 2第 1項に規定する貸借対照表の公告については、

この法人のホームページにおいて行う.

第 9章 事務局

(事務局の設置 )

第53条  この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局 を設置することができ

る。

2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置 くことができる。

(職員の任免 )

第54条 事務局長及び職員の任免は、理事長が行 う。

(組織及び運営 )

第55条 事務局の組織及び運営に関 し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別

に定める。

第10章 雑 則

(細 則)

第56条  この定歓の施行について必要な綱則は、理事会の議決を経て、理事長がこれ

を定める。

附 則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。

理事長     飯 沼

■理事長    神 尾

事務局長婚野  堤

理 事

理 事

監 事

山

橋

尾

西

三

神

直 之

光 成

真 理 子

芳 子

学

律 子

3 この法人の設立当初の役員の任期は、第15条第 1項の規定にかかわ らず、この法

人の成立の日か ら令和角年予月31日 までとする。

4 この法人の設立当初の事集年度は、第42条の規定にかかわ らず、この法人の成立

の日か ら令和7年 7月 31日 までとする。

5 この法人の設立当初の事業計画及び予算は、第43条の規定にかかわ らず、設立総

会の定めるところによる。

6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第 8条の規定にかかわ らず、次に掲げ

る額とする。

(1)入会金 正会員 (個人・ 団体)1,000円  賛助会員 (個人 口団体) 10,000円
(2)年会費 正会員 (個人・ 団体)1,000円  賛助会員 (個人 口団体)1口 12,000円

(1日 以上 )



書式第 1号 (法第 10条・第 23条関係) 設立・役員変更用

役 員 名 簿 (銀額 及確 員のうち佃 観 け

“

の舗 )

特定非営利活動法人 るが一る

1 確口事項 (法第20条及び第21条を確日の上、チェックを入れてください。)

以下の役員には、欠格事由者が含まれません。 (法第 20条関係)

各役員について、親族の規定に違反していません。 (法第 21条関係)

′

2 役員一覧

役 名
(フ リガナ)

報日の有無 役職名等
氏  名

理事
イイヌマ ナオユキ

無 理事長
飯沼 直之

つ

こ 監事
カミオ リツコ

無

神尾 律子

ら
● 理事

カミオ ミツナリ
無 副理事長

神尾 光成

■
４ 理事

=y+v = 
7:I

無

西山 芳子

Ｅ
３ 理事

ツツミマリコ
無 事寃肇財

堤 真理子

Ａ
υ 理事

ミツハシ ガク
無

三橋 学

７
Ｊ

一
〇

Ｑ
υ

10

□



書式第 8号 (法第 10条・第 25条関係 )

設立・定款変更用

令和 6年度 事 業 計 画 書

特定非営利活動法人_二.」二五

1 事業実施の方針

東京都中野区を中心に地域住民と地元企業が協力し新たなコミュニティ形成や防災・交通安全などの地

域安全事業などを行い、まちづくりの推進に貢献し地域の活性化、治安の維持向上など地域住民に寄り

添う事業を展開する。

また、未来ある子どもたちのために地域スポーツ活動 (サ ッカー)の普及、サッカーを通じた青少年の健

全育成、サッカーに関するプログラムの企画・支援に関する事業を行い、地域の青少年の育成環境の整

備、地域住民の生活に応 じた自由なスポーツ参加、及び地域コミュニティの形成に寄与する事業を展開

する。

実施期間が短期間となるため、本年度は準備期間とし翌年度より実施します。

2 事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用【  0  】千円 )
定款 に記載

された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

受盃
対象者
範囲

受盃
対象者
人数

事業費
(千 円)

地域の美化・
環境汚染に
対する取り組み

中野区を中心に公園や
河川などの清掃を実施す
る
(翌年度より実施)

7月 1日

7月
31日

東京都
中野区

10人 東京都
中野区民

50人 0

地域や学校 での
ボランティア
活動

学校行事や 自治会行事
(防 災フェスタ)な どに

ボランティアスタッフと
して参加する。
(翌年度より実施 )

7月 1日

7月
31 日

東京都
中野区

10人 東京都
中野区民

50人 0

サ ッカー活動の
普及や地域住民
の健康維持 向上
プログラムの実
施

3歳～18歳を対象とした
サッカースクールの実施
(翌年度より実施 )

7月 1日

7月
31 日

東京都
中野区

10人 東京都
中野区民

50人 0

近隣学校や企業
と協力 し職業体
験や雇用の拡充
な ど地域経済の
活性化

近隣学校 と地元企業を繋
ぎ、雇用の拡充・地域経済
の活性化 。後継問題に取
り組む (翌年度より実施 )

7月 1日

7月
31 日

東京都
中野区

10人 東京都
中野区民

50人 0

地元企業 と協力
し地域住民の生
活維持向上の手
助け

地域住民が悪徳業などに
合わないように困り事を
地元企業で解決できるよ
うに企業紹介などのサポ
ー トをする。 (翌年度より
実施)

7月 1日

7月
31 日

東京都
中野区

10人 東京都
中野区民

50人 0



書式第 8号 (法第 10条・第 25条関係)

設立・ 定款変更用

令和 7年度 事 業 計 画 書

特定非営利活動法人_生が二五

1 事業実施の方針

東京都中野区を中心に地域住民と地元企業が協力し新たなコミュニティ形成や防災・交通安全などの地

域安全事業などを行い、まちづくりの推進に貢献し地域の活性化、治安の維持向上など地域住民に寄り

添う事業を展開する。

また、未来ある子どもたちのために地域スポーツ活動 (サ ッカー)の普及、サッカーを通じた青少年の健

全育成、サッカーに関するプログラムの企画 。支援に関する事業を行い、地域の青少年の育成環境の整

備、地域住民の生活に応じた自由なスポーツ参加、及び地域コミュニティの形成に寄与する事業を展開

する。

2 事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用 【3,300】 千円 )
疋 款 に記 載

された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

受益
対象者
範囲

受益
対象者
人数

事業費
(千 円)

地域の美化・
環境汚染に
対する取 り組み

中野区を中心に公園や
河川などの清掃を実施す
る

R7年
8月 1日

R8年
7月
31 日

東京都
中野区

10人 東京都
中野区民

1,000人 100

地域や学校での
ボランティア
活動

学校行事や 自治会行事な
どにボランティアスタッ
フとして参加する

R7年
8月 1日

R8年
7月
31 日

東京都
中野区

10人 東京都
中野区民

1,000人 100

サ ッカー活動の
普及や地域住民
の健康維持向上
プログラムの実
施

3歳～18歳を対象とした
サッカースクールの実施

R7〔
「8月 1日

R8年
7月
31日

東京都
中野区

10人 東京都
中野区民

1,000人 50

近隣学校や企業
と協力 し職業体
験や雇用の拡充
など地域経済の
活性化

近隣学校 と地元企業を繋
ぎ、雇用の拡充。地域経済
の活性化・後継問題に取
り組む

К7〔
「8月 1日

R8年
7月
31日

東京都
中野区

10人 東京都
中野区民

1,000人 50

地元企業 と協力
し地域住民の生
活維持向上の手
助け

地域住民が悪徳業などに
合わないように困り事を
地元企業で解決できるよ
うに企業紹介などのサポ
ー トをする。

К7‐午
8月 1日

R8年
7月
31 日

東京都
中野区

10人 東京都
中野区民

1,000人 3,000



書式第 9号 (法第 10条・第25条関係)

え

肝年度 活動予算書 (その他事業が上登場合)

設立 口定款変更用

るが一る

]単位::円

20,000
礼 口

…正会員受取会費
賛助会員受取会費

1

2 彙口詈睛●
受取寄附金
菫設等受入評価益

8 彙口■属●●
受取補助金

4…
地域の美化・環境汚染に対する取り組み事業収益
地域や学校でのポランティア活動事業収益
サンカ~活動の普及や地域住民の健康維持向上プログラムの実施事業収益

6 モ0●0颯菫
受取利息

21■

用

.用

.用

費
費

酔螂中睡

3,0(Ю

0
0
0

2,"Ю
0

5,瞑厠

廠議霜ｍｍ

縫
蔀
獣
腋
獅

綸科手当
退職給付費用
福利厚生費

■

L...(n 15.

】 饉 雷

固定贅産売却益
過年度損益薔正益

固定責産発却損
災害損失
過年度損益修正損

D】  ・・・ ②

Q〕+0 ・・ 00 11:).

法人税、住民税及び事栗税  ・・・ω
前期操越正味財産額| ・・・ ⑤

1■

=一 ||||||lr=‐ |||||||||||||口 11日 EIFll lヨ|||||

|■ニ ユ E

に■日E:ヨ
■【

=.ロ」_1

I_Il

口 ■
“
■ :

目|11~IEFヨE】 E」「1日Fll日【
‐~1日

|● 1目目|
ヨLi■

「

■開 E百 ‐ 1

■E■_■■■ .■
`

=】
菫 _■″■

日■]E¬■:コ■■Fr■
「

■■0■ ■
百E~■L ヨL‐ i■ こ ■ ‐

口 ■ 口 Eヨ :■
「

¬r朦 口 、
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書式第 9号 (法第 10条・第 25条関係 )

R7年度 活動予算書 (そ の他事業が生登場合)

設立 口定款変更用

るが―る

単位 :円
小 計 ・ 合 計

1】

1 受取会費
正会員受取会費
賛助会員受取会賽

100,000

100,000

2
0・

0
受取寄附金
施設等受入評価益

3 受取助威金等
受取補助金

4事 葉顧要
~~~~~~~~~~  ~~~~~

地域の美化・環境汚染に対する取り組み事業収益
地域や学校でのボランティア活動事業収益
サッカー活動の普及や地域住民の健康維持向上プログラムの実施事業収益
近隣学校や企業と協力し職業体験や雇用の拡充など地域経済の活性化事業収益
地元企業と協力し地域住民の生活維持向上の手助け事業収益

0

0

0

0

4,000,00Q

4,000,000

5 その他の収益
受取利息

収  益 4.100.000

】 経 常 用

1

2

2,300,000
0

200,000

200,000

給料手当
役員報酬
退職給付費用
福利厚生費

50,000

300,000
50,000

100,000
100,000

会議費
旅費交通費
施設等評価費用
減価償却費
印刷製本費

3,300,

役員報酬
給料手当
退職給付費用
福利厚生費

0

550,000

15,000

15,000

消耗品費
水道光熱費
通信運搬費
地代家賃
旅費交通費
減価償却費

2
10,0001

10,0001

10,000
10,000

10,000
10,000

640,

3,94().000

160.00(期 減  額 A

〕】

過年度損益修正益

災害損失

期 ・ 増  滅 C D
正 陳 ・Q) ・ ・ 。(3) 100,

)― ( 〕+| 105.E 味  財

. . .()\

④

∩

法人税 、住 民税及 び事業税
前期緻繊T咲財藩箱  ・・



書式第 6号 (法第 10条関係)

設   立   用

特定非営利活動法人 るが一る 設立趣旨書

日本は高齢化社会となっており、特に一人暮らしの高齢者が増加傾向になります。今までの日本社会を

支えてきた世代が高齢となり出生率が下降のため支えていく世代が少なくなつてきております。

その中で、高齢者をターゲットとした懸徳業者による被書が拡大しております。例としては点検商法など

に屋根などを破損させ高額の修理費を請求するといったものです。実際に被害にあわれた方から話を

く機会がありましたが、実際の相場を知らない・担当した方の愛想がよく疑問を持たないといったケース

ありました。また、外国人が増えたことによる地域の環境問題にも影響が出てきております。
ゴミ問題やマナーなど地域の治安にも影響を与えております。

そういった現状を踏まえて安心安全な地域づくりをしていきたいと思い設立を考えました。

私たちはこれまで個人活動として地域のお祭 りなどの行事にボランティアスタッフとして参加をし、地域
1方々から生活での困りごとなどの話を開く、また活動に賛同していただく団体さんなどと意見交流会を実

したりなど進めてまいりました。

しかし個人などの活動には限界があり、社会的信用やこれから更に費同者を増やし私たちの思いをもっと多

くの方々に届いてほしいと思い特定非営利活動法人として活動することを決意しました。

「いま繋がり・未来に繋ごう」をスローガンとし私たちが先頭に立ち、地域住民と地元企業が協力し新たな

コミュニティ形成や防災・交通安全などの地域安全事業などを行い、まちづくりの推進に貢献し地域の活性

治安の維持向上など地域住民に寄り添う形のサポートをしていきます。

また、未来ある子どもたちのために地域スポーツ活動 (サ ッカー)の普及、サッカーを通した青少年の

健全育成、サッカーに関するプログラムの企画・支援に関する事業を行い、地域の青少年の育成環境の整

備、地域住民の生活に応じた自由なスポーツ参加、及び地域コミュニティの形成に寄与することを目的と

して活動していきます。

申請に至るまでの経緯

2024年 若宮3丁 目町会行事にポランティアスタッフとして参加 0中野区社会協議会の交流会に参加など

2025年 中野区若宮・鷺宮・上鷺宮地区の包括支援センタ…と交流・宮桃町会防災フェスタに

ポランティアスタッフとして参加・地域のお一人様クラブに講師として参加

その他 :みんなで考える中野ネットワーク参加メンパー

複数の地域住民からの依頼により地元水道業者・電気工事業者などのご紹介

※実際に他の業者よりも価格を抑えられ安心安全を実感していただきました。

Wi +.iEJ.iE

設立代表者

氏名
//`)`兵、/也ノく




